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資料：中小企業の事業承継に関するアンケート調査 （2012年11月、㈱野村総合研究所）  （注）最近5年間の経常利益（個人企業の場合は事業所得）の状況についての回答

資料：中小企業の事業承継に関するアンケート調査 （2012年11月、㈱野村総合研究所）  

出所：帝国データバンク「特別企画：２０１２年栃木県内の社長分析調査」
 帝国データバンク「特別企画：栃木県内企業における後継者実態調査」
 栃木県Ｈ２４年経済センサスー活動調査結果（速報）
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後継者の存在
県内：約９３千の事業所数
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 売上高 後継者不在企業数 全企業数 不在率（全国）

１億円未満

１～１０億円未満

１０～１００億円未満

１００億円以上

945

1,936

469

47

1,255

3,047

817

94

75.3％（76.3％）

63.5％（66.5％）

57.4％（55.5％）

50.0％（39.1％）

5,2133.397 65.2％（65.9％）合    計

図1

図3

図2

図4

23 February 2014

企業価値を
次代に
引き継ぐことの
大切さ

　

経
営
者
が
こ
れ
ま
で
築
き
上
げ
た
技
術
や
ノ

ウ
ハ
ウ
等
の
企
業
価
値
を
次
世
代
に
引
き
継
ぐ

こ
と
は
、
経
営
者
の
重
要
な
責
任
の
一
つ
で
す
。

特
に
中
小
企
業
・
小
規
模
事
業
者
に
お
い
て
は

大
企
業
と
異
な
り
、
経
営
者
の
持
つ
信
用
や
資

質
・
能
力
の
果
た
す
役
割
が
大
き
な
ウ
エ
イ
ト

を
占
め
て
い
ま
す
。

　

中
山
氏
は
「
経
営
者
が
元
気
な
う
ち
に
後
継

者
を
決
め
て
経
営
や
資
産
の
承
継
を
図
っ
て
い
く

こ
と
が
、
円
滑
な
事
業
承
継
に
繋

が
り
ま
す
」
と
言
い
ま
す
。

　

事
業
承
継
問
題
の
現
状
に
つ
い

て
、
中
山
氏
は
３
点
を
挙
げ
ま

す
。

「
経
営
者
の
平
均
引
退
年
齢
は
、

お
よ
そ
70
歳
と
な
り
、
上
昇
傾
向

に
あ
り
ま
す
。
規
模
的
に
は
小

規
模
事
業
者
の
方
が
中
規
模
企

業
よ
り
高
く
な
っ
て
い
ま
す
。
こ

れ
は
、
後
継
者
難
が
増
加
し
て
い

る
こ
と
や
平
均
寿
命
の
上
昇
等
が

要
因
と
考
え
ら
れ
ま
す
」

「
経
営
者
が
高
齢
化
す
る
ほ
ど
、

経
常
利
益
が
減
少
す
る
傾
向
に

あ
り
、
特
に
小
規
模
事
業
者
に
お

い
て
は
70
歳
以
上
に
な
る
と
約
７
割
が
減
益
傾

向
と
な
っ
て
い
ま
す
。
社
会
の
ニ
ー
ズ
の
変
化
に

柔
軟
に
対
応
し
て
い
く
た
め
に
は
世
代
交
代
が
必

要
で
す
」

　
「
昨
年
お
よ
び
一
昨
年
の
帝
国
デ
ー
タ
バ
ン
ク
の

社
長
分
析
調
査
、
後
継
者
実
態
調
査
に
よ
る
と
、

栃
木
県
内
の
経
営
者
の
平
均
年
齢
は
58
・
８
歳
。

経
営
者
の
平
均
引
退
年
齢
は
70
歳
で
す
の
で
、

今
後
10
年
以
内
に
誰
か
に
承
継
を
す
る
こ
と
が

必
要
で
す
。

　

ま
た
、
65・２
％
の
企
業
が
「
後

継
者
が
い
な
い
」
と
回
答
し
て
い
ま

す
。
県
内
に
は
約
９
万
３
千
の
事

業
所
数
が
あ
り
ま
す
が
、
後
継
者

が
不
在
を
理
由
に
廃
業
が
進
む
と
、

県
内
の
経
済
に
与
え
る
影
響
は
計

り
知
れ
な
い
も
の
が
あ
り
ま
す
。

　

売
上
高
規
模
別
で
見
る
と
１
億

円
未
満
の
不
在
率
が
75
・
３
％
と

規
模
が
小
さ
く
な
る
ほ
ど
高
く

な
っ
て
い
ま
す
。
小
規
模
企
業
ほ

ど
事
業
承
継
は
待
っ
た
無
し
で
あ

る
の
が
現
状
で
す
」

　

事
業
承
継
＝
相
続
税
対
策
と

思
わ
れ
が
ち
で
す
が
、
決
し
て
そ

う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
中
山
氏
は

「
相
続
税
対
策
は
事
業
承
継
対
策

の一部
」
と
言
い
ま
す
。

　
「
事
業
承
継
に
は
３
つ
の
承
継

が
あ
り
ま
す
。
１
つ
目
は
経
営
を

引
き
継
ぐ
『
ヒ
ト
の
承
継
（
後
継

者
）』、
２
つ
目
は
経
営
権
を
確
保

す
る
た
め
の
株
式
や
事
業
用
資
産

の
『
資
産
の
承
継
』、
３
つ
目
が
目

に
見
え
に
く
い
経
営
資
源
の
承
継

『
知
的
資
産
』
で
す
」（
図
４
）

　

中
山
氏
は
こ
う
分
類
し
た
上

で
「
老
舗
企
業
（
＝
長
寿
企
業
）

が
大
切
に
し
て
い
る
の
は
、
貸
借
対
照
表
上
の
物

的
な
資
産
よ
り
も
『
信
用
、
伝
統
、
知
名
度
等
』

の
『
知
的
資
産
』
で
す
」
と
、「
知
的
資
産
」

の
重
要
性
を
強
調
し
ま
す
。

　
「
こ
の
資
産
の
承
継
が
会
社
の
存
続
・
維
持
・

発
展
に
つ
な
が
っ
て
い
ま
す
の
で
、
し
っ
か
り
と
引

継
ぐ
こ
と
が
必
要
で
す
」

　

事
業
承
継
の
パ
タ
ー
ン
を
、
中
山
氏
は
大
き
く

３
つ
に
分
類
し
ま
す
。

　
「
第
１
は
息
子
・
娘
や
そ
の
他
の
親
族
に
引
き

継
ぐ
親
族
内
承
継
で
す
。
小
規
模
企
業
で
は

76
％
（
中
規
模
企
業
54
％
）
を
占
め
て
い
ま
す
。

後
継
者
不
足
が
要
因
と
な
っ
て
減
少
傾
向
に
あ

り
ま
す
。

　

第
２
は
会
社
の
役
員
や
従
業
員
な
ど
に
引
き

継
ぐ
親
族
外
承
継
で
す
。

　

第
３
は
マッ
チ
ン
グ
や
Ｍ
＆
Ａ
と
呼
ば
れ
る
第
三

者
あ
る
い
は
会
社
売
却
に
よ
る
方
法
で
す
」

　

最
近
で
は
、「
親
族
外
承
継
や
マ
ッ
チ
ン
グ
・

　日本経済を支えているのは、中小企業・小規模事業者です。
しかし今、経営者の高齢化や若い世代の不足などから、多くの
優良企業がその歴史を閉じようとしています。事業承継の現状
とその重要性や対策などを、独立行政法人中小企業基盤整備
機構関東本部経営支援部で事業承継コーディネーターを務める
中山昭彦氏に話をうかがいました。

円滑な事業承継のために

独立行政法人
中小企業基盤整備機構
関東本部  経営支援部
事業承継コーディネーター
中山  昭彦氏
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特集1／事業承継 企業価値を次代に引き継ぐことの大切さ 円滑な事業承継のために

創業者であり、現在は会長。８０歳を超え
た現在も株式の過半数を保有し、経営
の最終意思決定者。　　

Ａ氏の長男。１０年前に社長に就任した
が、株式の保有は１０％程度。経営権の
移譲を願っているが言い出せずにいる。

会長のA氏 社長のB氏

・ある日Ｂ氏は、意を決してメインバンクを訪問し、Ａ氏が保有する株
式の計画的な移転について相談。
・Ａ氏はこれに反発をし、経営方針の対立を理由に会社売却の意向
を示す、危機的な状態に・・・

・製法が一子相伝の老舗の和菓
子屋。現経営者夫妻は病弱のた
めに、長女は後継者として商工会
議所の事業承継相談会に参加。
・商工会議所は専門家派遣（弁護
士、税理士、診断士）を活用して
現状把握・相続紛争防止、株式
評価、財務分析等をアドバイス。
・家族の心情に配慮した家族会議
の実施。
・株式評価を受けて弁護士による
株式売買契約の作成指導・株式
の譲渡（分割払い）の実施。

対立！

Case.1 実権を握り続ける高齢の会長と、現社長が対立

創業者のC氏

後継者 追放

・Ｃ氏が急逝して相続が発生。
・遺言書の作成等事前準備がなかったため、遺産分割協議に。
・後継者であるＤ氏は相続財産の約７割を占める事業用資産の相
続を主張したが、Ｅ氏はこれを拒否し、法定相続分での分割を主張。
・経営権の確保のためにＤ氏および会社は多額の資金負担を強い
られることに。

Ｃ氏の二男。グループ会社の経
営に失敗し追放された。

創業者。長男Ｄ氏を後継者
に指名。グループ会社の経
営に失敗し多額の損失を与
えた二男Ｅ氏を追放したもの
の、遺言書の作成等の準備
をしないうちに急逝。

Ｃ氏の長男。現在は代表取
締役社長。

社長のD氏 E氏

Case.2 経営者急逝により、
後継者に事業用資産を集中できず経営悪化

Case.3 複数の専門家の連携で円滑な事業承継に

現経営者の
A氏 
（７６歳）

配偶者
B氏 
（71歳）

娘婿 二女 三女

株式 株式

後継者の長女
C氏

保有株
250株

保有株
50株 株式譲渡契約により、

３００株（１００％）取得C氏

Ａ氏（現経営者） ２５０株
Ｂ氏（配偶者） ５０株
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Ｍ
＆
Ａ
に
よ
る
承
継
」
が
増
加
傾
向
に
あ
り
、

今
後
も
こ
の
傾
向
は
続
く
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。

中
小
企
業
・
小
規
模
事
業
者
に
お
い
て
も
、「
強

み
」
が
あ
れ
ば
業
績
不
振
の
会
社
で
も
対
象
と

な
る
可
能
性
は
十
分
あ
り
得
ま
す
。

　

具
体
的
な
対
策
の
進
め
方
に
つい
て
、
中
山
氏

は
「
現
状
把
握
」「
承
継
方
法・後
継
者
の
確
定
」

「
事
業
承
継
計
画
の
作
成
」「
承
継
計
画
の
実

行
」
の
４
つ
の
ス
テ
ッ
プ
で
あ
る
と
言
い
ま
す
。
で

は
、
そ
れ
ぞ
れ
に
つい
て
見
て
行
き
ま
し
ょ
う
。

　
「
現
状
を
把
握
し
課
題
・
問
題
点
を
整
理
す

る
こ
と
が
、
事
業
承
継
計
画
を
作
成
す
る
上
で

大
切
な
第
一歩
と
な
り
ま
す
」

　

具
体
的
に
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
で
し
ょ
う
か
。

　
「
経
営
者
の
理
念
や
思
い
、
会
社
の
経
営
資
源
、

そ
れ
に
経
営
者
の
状
況
な
ど
の
点
を
、
き
ち
ん

と
分
析
・
整
理
し
ま
し
ょ
う
。
以
下
の
①
〜
③

を
参
照
し
て
く
だ
さ
い
」

①
後
継
者
に
引
き
継
ぐ
「
経
営
理
念
・
思
い
」

　
を
明
確
に
す
る
。

②
会
社
の
経
営
資
源

企
業
概
要
、
定
款
の
確
認
、
株
主
の
状
況
、
諸
規

定
の
状
況
、
キ
ャ
ッ
シ
ュフ
ロ
ー
、
会
社
の
競
争
力

の
現
状
（「
強
み
」「
弱
み
」）、
知
的
資
産
な
ど

③
経
営
者
の
状
況

家
族
状
況
、
個
人
財
産
の
状
況
（
資
産
・
負
債

な
ど
相
続
財
産
の
特
定
、
相
続
税
額
の
試
算
、

納
税
資
金
の
有
無
等
）、
相
続
発
生
時
に
予
想

さ
れ
る
問
題
点
（
相
続
人
間
の
人
間
関
係
、
納

税
資
金
不
足
、
財
産
の
分
配
等
）
な
ど

　
「
続
い
て
、
承
継
方
法
や
後
継
者
の
確
定
を
行

い
ま
す
。
た
だ
し
、
当
初
か
ら
後
継
者
が
決
定

し
て
い
る
場
合
に
は
、
先
に
ス
テ
ッ
プ
2
を
行
い
、

そ
の
後
ス
テ
ッ
プ
1
を
行
い
ま
す
」

　

チ
ェッ
ク
す
る
の
は
以
下
の
ポ
イ
ン
ト
で
す
。

◎
親
族
内
か
親
族
外
（
役
員
・
従
業
員
等
）、

あ
る
い
は
マ
ッ
チ
ン
グ
・
Ｍ
＆
Ａ
な
ど
の
方

法
を
決
定
す
る
。

◎
人
選
に
は
後
継
者
候
補
の
能
力
・
適
性
を
よ

く
見
る
。

　
「
事
業
承
継
計
画
は
、『
誰
に
』『
何
を
』『
い

つ
』『
ど
の
よ
う
に
』
承
継
を
し
て
い
く
か
を
決

め
る
こ
と
で
す
。
承
継
計
画
に
は
、
次
の
よ
う
な

内
容
を
盛
り
込
み
ま
す
」

◎
会
社
が
行
う
こ
と
（
定
款・規
定
の
整
備
等
）

◎
経
営
者
が
行
う
こ
と
（
関
係
者
の
理
解
、
株

式
・
財
産
の
分
配
、
遺
言
書
の
作
成
等
）

◎
後
継
者
が
行
う
こ
と
（
社
内
外
で
の
研
修
、

経
営
計
画
策
定
等
）

　
「
承
継
計
画
の
実
行
に
は
、
自
社
内
で
で
き
る

課
題
解
決
と
専
門
家
（
弁
護
士
、
税
理
士
、
中

小
企
業
診
断
士
等
）
に
よ
る
課
題
解
決
が
あ
り

ま
す
。
事
業
承
継
問
題
は
、
法
務
の
問
題
、
税

務
の
問
題
、
経
営
の
問
題
等
が
絡
み
あ
っ
て
き
ま

す
の
で
、
専
門
家
の
活
用
を
含
め
て
、
ま
ず
商

工
会
議
所
に
相
談
す
る
こ
と
が
大
切
で
す
」
と

中
山
氏
は
強
調
し
ま
す
。

　
「
事
業
承
継
問
題
は
、
ど
う
し
て
も
目
先
の
仕

事
に
追
わ
れ
て
後
回
し
に
し
が
ち
。
け
れ
ど
も
、

早
め
の
着
手
が
円
滑
な
事
業
承
継
に
つ
な
が
り
ま

す
の
で
、ぜ
ひ
前
向
き
に
取
り
組
ん
で
く
だ
さ
い
」

　

最
後
に
、
円
滑
な
事
業
承
継
の
た
め
の
重
要

な
ポ
イ
ン
ト
を
挙
げ
て
み
ま
す
の
で
、
ご
参
照
く

だ
さ
い
。

◎
経
営
者
が
元
気
な
う
ち
に
承
継
時
期

を
決
め
る
（
○
年
後
に
承
継
）

◎
後
継
者
の
意
思
確
認

◎
後
継
者
と
の
違
い
を
理
解
（
知
識
・

経
験
、
社
員
と
の
関
係
、
外
部
環
境
）

◎
家
族
会
議
の
開
催
（
親
族
間
の
了
解

を
得
る
）

◎
関
係
者
の
理
解

◎
支
援
機
関
（
商
工
会
議
所
等
）
へ
の

相
談

◎
国
等
の
支
援
策
の
活
用
（
専
門
家
の

活
用
を
含
む
）

◎
計
画
的
な
会
社
債
務
の
圧
縮

◎
後
継
者
の
家
族
（
配
偶
者
）
の
了
承

◎
公
私
の
区
別

◎
公
私
の
区
別

◎
会
社
の
磨
き
上
げ

◎
議
事
録
・
規
定
等
の
整
備

◎
株
式
の
集
中

◎
名
義
株
の
整
理
　
等

　
い
か
が
で
し
た
か
？　

分
か
り
や
す
い
例
と
し

て
、
３
つ
の
ケ
ー
ス
解
説
も
掲
載
し
て
い
ま
す
の

で
、
併
せ
て
ご
覧
く
だ
さ
い
。

　

宇
都
宮
商
工
会
議
所
で
は
、
事
業
承
継
に
つい

て
の
ご
相
談
を
受
け
付
け
て
い
ま
す
。
お
電
話
で

ご
予
約
の
上
、
お
気
軽
に
ご
来
所
・
ご
相
談
く
だ

さ
い
。

問合せ

経営支援部
☎637-3131

事
業
承
継
は
相
続
税
対
策
で

は
な
い

STEP

現
状
把
握

1

STEP
承
継
方
法
・
後
継
者
の
確
定

2

STEP

事
業
承
継
計
画
の
作
成

3
STEP

承
継
計
画
の
実
行

4

円
滑
な
事
業
承
継
の
ポ
イ
ン
ト

共 

通

第
三
者
承
継（
役
員・従
業
員
等
）

マ
ッ
チ
ン
グ・Ｍ
＆
Ａ


